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令和６年度
障害支援区分認定調査員研修

「総論」
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＜総論の内容＞
１ 私たちが学ぶべきこと
２ 障がい者福祉の理念とは
３ 障がい者福祉の概要
４ 障害支援区分導入の経緯
５ 制度における障害支援区分の位置付け
６ 障害支援区分の認定プロセス
７ その他留意事項

① 要介護認定との相違点
② 障害者総合支援法の対象疾病（難病

等）について



１．私たちが学ぶべきこと
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枝葉＝技術

根＝
価値と倫理

幹
＝
知
識

社会福祉士援助技術総論 中央法規
2006

専門技術
社会福祉固有の援助方法・技術

専門知識
歴史，理論，知識，公私社会福祉制度
隣接科学に関する知識など

福祉倫理
福祉観，人権の尊重，自立・自己実現の援助などの視座，
秘密保持等専門職として必要な価値観

社会福祉士援助技術総論 中央法規 1999

専門性を構成する三つの要素



２．障がい者福祉の理念とは
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２（１）障がいの概念の変化

「障がい」とは…（デジタル大辞泉）

１ さまたげること。また、あることをするの
に、さまたげとなるものや状況。
２ 個人的な原因や、社会的な環境により、心
や身体上の機能が十分に働かず、活動に制限が
あること。
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２（１）障がいの概念の変化

個人的な原因…機能障害（impairment）、身体や
精神の一部の損傷や欠損

＋α社会的な環境⇒障がい（disability）、社会
参加の不利。

すなわち、機能障害（個人因子）＋社会的な環境
（環境因子）との相互作用によって、他の者との
平等を基礎とする社会参加が制限されることが
「障がい」
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２（１）障がいの概念の変化

・障がいは形成途上（徐々に発展している）
にある概念です

・「保護の対象」から「権利の主体」へ

・「医学モデル」から「社会モデル」へ
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２（２）医学モデルから社会モデルへ
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２（２）医学モデルから社会モデルへ

• もちろん、治療や医療が不要というわけ
ではありません。

• 障害者権利条約第１９条「地域で自立し
た生活をする権利」

（ａ）障がいのある人が、他の者との平等
を基礎として、居住地及びどこで誰と生活
するかを選択する機会を有すること、並び
に特定の生活様式で生活するよう義務づけ
られないこと。

・「自立」＝自己決定
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２（３）障害者権利条約について

・２００６年に国連で採択。

・世界６億５千万人の障害者の生活実態の改
善のために（施設や病院への収容、分離、隔
離政策→完全参加と平等へ）

・「医学モデル」から「社会モデル」へ

・Nothing about us without us！のスロー
ガン
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２（４）障害者基本法について①

・憲法＞条約＞法律

・条約批准に向けて、国内法を整備することが
必要に

・２０１１年障害者基本法改正。（さらに障害
者総合支援法、障害者虐待防止法、障害者差別
解消法の制定・・・）

・２０１４年１月２０日、条約批准。
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２（４）障害者基本法について②

障害者基本法とは…

・憲法と実定法（障害者総合支援法など）
をつなぐ理念法

・２０１１年改正法では障害者権利条約の
理念が盛り込まれました。
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２（４）障害者基本法について③

• 定義：第二条 障害及び社会的障壁により継
続的に日常生活又は社会生活に相当な制限を
受ける状態にあるものをいう。

• 地域生活：第三条 全て障害者は、可能な限
り、どこで誰と生活するかについての選択の
機会が確保され、地域社会において他の人々
と共生することを妨げられないこと。

• 合理的配慮：第四条 社会的障壁の除去は、
それを必要としている障害者が現に存し、か
つ、その実施に伴う負担が過重でないときは、
それを怠ることによって前項の規定に違反す
ることとならないよう、その実施について必
要かつ合理的な配慮がされなければならない。
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・さらに、実定法である障害者総合支援法にも、
これらの理念が盛り込まれました。
目的：法第一条
「この法律は、障害者基本法の基本的な理念に
のっとり、（中略）障害者及び障害児が基本的人
権を享有する個人としての尊厳にふさわしい日常
生活又は社会生活を営むことができるよう、必要
な障害福祉ｻｰﾋﾞｽに係る給付、地域生活支援事業そ
の他の支援を総合的に行い、（中略）障害の有無
にかかわらず国民が相互に人格と個性を尊重し安
心して暮らすことのできる地域社会の実現に寄与
することを目的とする。」
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２（５）障害者総合支援法について



基本理念：法第一条の二
「障害者及び障害児が日常生活又は社会生活を営むた
めの支援は、（中略）全ての国民が障害の有無によっ
て分け隔てられることなく、相互に人格と個性を尊重
し合いながら共生する社会を実現するため、全ての障
害者及び障害児が可能な限りその身近な場所において
必要な日常生活又は社会生活を営むための支援を受け
られることにより社会参加の機会が確保されること及
びどこで誰と生活するかについての選択の機会が確保
され、地域社会において他の人々と共生することを妨
げられないこと並びに障害者及び障害児にとって日常
生活又は社会生活を営む上で障壁となるような（中
略）一切のものの除去に資することを旨として、総合
的かつ計画的に行わなければならない。」
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３．障がい者福祉の概要
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身体障害者
福祉法

精神保健
福祉法

発達障害者
支援法 児童福祉法
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障害者総合支援法

福祉サービス（居宅介護、短期入所等）

補装具

更生医療 精神通院公費 育成医療

身体障害者 精神障害者 障害児

補装具

身障手帳

知的障害者
福祉法

知的障害者

療育手帳

障害者基本法

３（１）障がい者福祉にかかる法体系と制度の概要

難病等

手当等（障害基礎（厚生）年金、特別児童扶養手当、特別障害者手当、障害児福祉手当・・・）

その他施策（就労関係（障害者雇用促進法等）、教育関係（特別支援教育）・・・）

障害者虐待防止法、差別解消法、医療的ケア児支援法・・・

発達障害

精神保健
福祉手帳

特定
疾患

児童入
所・通
所系事
業

理念

補装具

福祉
サービス

手帳

医療

その他

障害者権利条約

地域生活支援事業
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Ⅰ 障害支援区分導入の経緯

Ⅱ 制度における障害支援区分の位置付け

Ⅲ 障害支援区分の認定プロセス

Ⅳ その他留意事項
① 要介護認定との相違点

② 障害者総合支援法の対象疾病（難病等） に
ついて

目 次
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Ⅰ 障害支援区分導入の経緯

Ⅱ 制度における障害支援区分の位置付け

Ⅲ 障害支援区分の認定プロセス

Ⅳ その他留意事項
① 要介護認定との相違点
② 障害者総合支援法の対象疾病（難病等）
について



障害者総合支援法における「障害支援区分」

障害支援区分とは？

○障害者総合支援法第４条第４項
障害者等の障害の多様な特性その他心身の状態に応じて
必要とされる標準的な支援の度合を総合的に示すものと
して厚生労働省令で定める区分。

支給決定プロセスの透明化・明確化のため、
公正・中立・客観的な指標の一つとして認定されるもの。
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障害保健福祉施策の歴史
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障害者基本法
（心身障害者対策基
本法として昭和45年

制定）

身体障害者福
祉法

（昭和24年制定）

知的障害者福
祉法

（精神薄弱者福祉法と
して昭和35年制定）

精神保健福祉法
（精神衛生法として
昭和25年制定）

国
際
障
害
者
年

“完
全
参
加
と
平
等
”

【S56】

心身障害者対
策基本法から
障害者基本法

へ

精神薄弱者
福祉法から
知的障害者
福祉法へ

精神衛生
法から精
神保健法
へ

精神保健法
から精神保
健福祉法へ

【H5】

【H10】

支
援
費
制
度
の
施
行

障
害
者
自
立
支
援
法
施
行

障
害
者
自
立
支
援
法
・

児
童
福
祉
法
の
一
部
改
正
施
行

障害者基本
法の一部改

正

障
害
者
総
合
支
援
法
施
行

「ノーマライゼーション」理念の浸透

利用者が
サービスを
選択できる
仕組み

３障害共通
の制度

地域
生活を支援

地域社会におけ
る共生の実現

難病等を
対象に

共生社会
の実現

相談支援の充実、障
害児支援の強化など

【S62】
【H7】

【H23】

障
害
者
総
合
支
援
法
・

児
童
福
祉
法
の
一
部
改
正
法
成
立

「生活」と「就労」に関す
る支援の充実など

改
正
法
の
施
行
・報
酬
改
定

【H15】 【H18】 【H24.4】 【H25.4】 【H28.5】 【H30.4】

報
酬
改
定

【R3.4】



•障害者の自己決定を尊重
（サービス利用意向）
•事業者と利用者が対等
•契約によるサービス利用

措置制度から支援費制度へ（H15）
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措置制度（～H15）

•行政がサービス内容を決定
•行政が事業者を特定
•事業者は行政からの受託者
としてサービス提供

支援費制度（H15～H18）

報酬
支払 支給

申請

支給
決定

行政

障害者事業者

事業者を選択

契約による
サービス提供

事業者
を特定

サービス
内容を
決定

行政

障害者事業者

行政からの受託者と
してサービス提供



支援費制度における課題
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 身体、知的、精神という障害種別ごとに縦割りでサービスが提供され
ており、使いづらい仕組みとなっていた。また、精神障害者は支援費
制度の対象外であった。

 地方自治体によっては、サービスの提供体制が不十分であり、必要
とする人々すべてにサービスが行き届いていなかった。

 働きたいと考えている障害者に対して、就労の場を確保する支援が
十分でなかった。

 支給決定のプロセスが不透明であり、全国共通の判断基準に基づい
たサービス利用手続きが規定されていなかった（サービスの必要度
を測る「ものさし」がなかったために、地域によって、個々人によって
サービスの内容・量が大きく乖離）。

障害者自立支援法の施行（H18）



「障害者自立支援法」のポイント

●ポイント①：障害者施策を３障害一元化

＜制定前＞

• ３障害ばらばらの制度体系（精神障害は支援費制度の対
象外）

•実施主体が都道府県、市町村に二分化

○３障害の制度格差を解消し、精神障害者を対象に。

○市町村に実施主体を一元化し、都道府県はこれをバック
アップ。
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「障害者自立支援法」のポイント

●ポイント②：支給決定の透明化、明確化

＜制定前＞

•全国共通の利用ルール（支援の必要度を判定する客観
的基準）がない

•支給決定のプロセスが不透明

○支援の必要度に関する客観的な尺度（障害程度区分）を
導入。

○審査会の意見聴取など支給決定プロセスを透明化。
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障害者自立支援法から障害者総合支援法※へ（平成25年4月1日施行）
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※障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律（障害者総合支援法）
目的の改正

○ 「自立」の代わりに、新たに、「基本的人権を享有する個人としての尊厳」を
明記

○障害福祉サービスに係る給付に加え、地域生活支援事業による支援を明記
し、それらの支援を総合的に行うこととする

基本理念の創設

①全ての国民が、障害の有無にかかわらず、等しく基本的人権を享有するか
けがえのない個人として尊重されるものであるとの理念

②全ての国民が、障害の有無によって分け隔てられることなく、相互に人格と
個性を尊重し合いながら共生する社会を実現

③可能な限りその身近な場所において必要な（中略）支援を受けられること

④社会参加の機会の確保

⑤どこで誰と生活するかについての選択の機会が確保され、地域社会におい
て他の人々と共生することを妨げられないこと

⑥社会的障壁の除去



「障害者総合支援法」のポイント

●ポイント①：障害者の範囲の見直し（障害児の範囲も同様）

＜施行前＞

• 障害者自立支援法における支援の対象者：
–身体障害者福祉法第4条に規定する身体障害者

–知的障害者福祉法にいう知的障害者

–精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第5条に規定する精神障害者（発達障
害者を含み、知的障害者を除く）

• 身体障害者の定義：永続し、かつ一定以上の障害があるものを対象
身体障害者の範囲：身体障害者福祉法別表に限定列挙

⇒症状が変動しやすいなどにより難病患者等が障害福祉サービスの支援
の対象外となる場合がある

制度の谷間を埋めるべく、障害者の定義に新たに難病等（治療方法が確立し
ていない疾病その他の特殊の疾病であって政令で定めるものによる障害の程度が厚生

労働大臣が定める程度である者）を追加し、障害福祉サービス等の対象とする。
29



「障害者総合支援法」のポイント
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●ポイント②：障害支援区分の創設

＜施行前＞

名称：障害程度区分

定義：障害者等に対する障害福祉サービスの必要性を明らかにするた
め当該障害者等の心身の状態を総合的に示すもの

⇒「障害の程度（重さ）」ではなく、標準的な支援の度合を示す区分であ
ることが分かりにくいことから、名称・定義を変更

名称：障害支援区分

定義：障害者等の障害の多様な特性その他心身の状態に応
じて必要とされる標準的な支援の度合を総合的に示す
もの



「障害者総合支援法」のポイント
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障害の程度（重さ） ≠ 必要とされる支援の量

○例えば・・・

①障害が重度で、入浴できず
清拭のみ行っている場合

②障害が軽度で、自分で入浴で
きるが、行為が不十分なため、
全面的に支援者等がやり直し
ている場合

①も②も、支援の度合は「全面的な支援が必要」

障害支援区分の基本原則
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目 次
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障害者支援の考え方と障害支援区分

○障害者支援の基本理念
自らの生き方、暮らし方を選択し、実現できる「自己決定」

「自己実現」

（参考）第４次障害者基本計画（抜粋）「Ⅱ 基本的な考え方」基本理念
（中略）障害者を，必要な支援を受けながら，自らの決定に基づき社会の
あらゆる活動に参加する主体としてとらえ，障害者が自らの能力を最大限
発揮し自己実現できるよう支援する（中略）

→障害支援区分はどこに住んでも平等に公平にサービスを利用で
きるようにするための指標 33

医学モデル

「障害」とは、個人の心身機能
の障害によるもの

社会モデル

「障害」とは、社会（モノ、環境、人
的環境等）と心身機能の障害があ
いまってつくりだされているもの

○「障害」の概念の変化



障害者総合支援法の給付・事業
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市町村

補装具 第5条第25項

•居宅介護
•重度訪問介護
•同行援護
•行動援護
•療養介護

•生活介護
•短期入所

•重度障害者等
包括支援
•施設入所支援

第28条第1項

•自立訓練（機能訓練・生活訓練）
•就労移行支援
•就労継続支援（A型・B型）
•就労定着支援（新規※）

•自立生活援助（新規※）※H30.4.1～

•共同生活援助 第28条第2項

•基本相談支援

•地域相談支援
（地域移行支援・地域定着支援）

•計画相談支援 第5条第18項

•更生医療

•育成医療

•精神通院医療★ 第5条第24項

自立支援給付 第6条

★原則として国が１／２負担

障害者・
障害児

介護給付

訓練等給付

相談支援

自立支援医療

•相談支援
•意思疎通支援

•日常生活用具
•移動支援

•地域活動支援センター
•福祉ホーム 等

第77条第1項、3項

•広域支援 •人材育成 等 第78条

支援

地域生活支援事業

都道府県

★国が１／２以内で補助

★自立支援医療のうち、精神通院医療の
実施主体は都道府県及び指定都市



障害支援区分と給付の関係
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区分に応じた利用 区分にかかわらず利用可

介護給付 訓練等給付 地域相談支援給付

居宅介護 自立訓練 地域移行支援

重度訪問介護 就労移行支援 地域定着支援

同行援護（※１） 就労継続支援（A型・B型）

行動援護 就労定着支援

療養介護 自立生活援助

生活介護 共同生活援助（※２）

短期入所

重度障害者等包括支援

施設入所支援

※１：区分３以上支援加算の支給決定が必要と見込まれる場合のみ区分認定が必要
※２：入浴、排せつ又は食事等の介護を伴う場合は区分認定が必要



各サービスと障害支援区分の対応（概略）
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訪問系 日中活動系
施設
系

居宅
支援
系

居
宅
介
護

重
度
訪
問
介
護

同
行
援
護

行
動
援
護

重
度
障
害
者
等

包
括
支
援

生
活
介
護

短
期
入
所

療
養
介
護

施
設
入
所
支
援

共
同
生
活
援
助

非該当

区分１

区分２

区分３

区分４

区分５

区分６

ALS患

者等は
区分６

筋ジス、
重心は
区分５

50歳
以上は

区分２
以上

50歳
以上は

区分３
以上

※上記以外にも利用要件や加算要件、経過措置等あり



37

目 次

Ⅰ 障害支援区分導入の経緯

Ⅱ 制度における障害支援区分の位置付け

Ⅲ 障害支援区分の認定プロセス

Ⅳ その他留意事項
① 要介護認定との相違点

② 障害者総合支援法の対象疾病病（難病等）に
ついて



障害支援区分認定事務の流れ
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市町村審査会（法第15条）

（
法
第
21
条
）

市
町
村
が
認
定

審
査
結
果
に
基
づ
き

（
法
第
20
条
第
2
項
）

市
町
村
に
よ
る
認
定
調
査

審査判定及び結果の通知
（令第10条第2項）

※関係者の意見聴取
…法第21条第2項

※審査判定の基準…基準省令第1条

法 …障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律（（平成17年法律第123号）
令 …障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令（平成18年政令第10号）
規則 …障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則（平成18年厚生労働省令第19号）
基準省令…障害支援区分に係る市町村審査会による審査及び判定の基準等に関する省令（平成26年厚生労働省令第5号）

調査結果等
の通知

（令第10条）

※通知する事項
…規則第11条

法令上の認定手続き

（
法
第
20
条
）

申
請
者
か
ら
の

市
町
村
へ
の
支
給
申
請

（
令
第
10
条
第
3
項
）

申
請
者
へ
の
通
知

市町村審査会
（二次判定）

市町村による
認定原案の作成

（一次判定）

①認定調査の選択状況
②医師意見書の一部項目を

用いて基準省令別表第2の
各条件式のいずれに該当
するかを判定

※判定ソフトにより自動で
判定

<STEP1>
一次判定の精査・確定
<STEP2>
①認定調査の特記事項
②医師意見書のうち判定式
で使用されない項目

③医師意見書の特記事項を
総合的に勘案し、該当す
る区分を決定

実際の運用（認定マニュアル）上の認定手続き

市
町
村
に
よ
る
認
定

申
請
者
へ
の
通
知

申
請
者
か
ら
の

市
町
村
へ
の
支
給
申
請

認定調査の委託
（法第20条第2項）

※委託できる事業者等
…規則第9条

※委託の調査員の要件
…法第20条第3項、

規則第10条

医師の診断結果
(医師意見書)は
ここで通知する
事項として規定

①基準省令別表第2の各条件式
のいずれに該当するか

②認定調査結果及び医師意見書
を総合的に勘案してどの区分
に該当するか の両方を審査

認定調査
の委託

認
定
調
査

医師意見書の取得
（主治医等へ依頼）



障害支援区分認定調査
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市町村審査会
（二次判定）

市町村による
認定原案の作成

（一次判定）

①認定調査の選択状況
②医師意見書の一部項目を
用いて基準省令別表第2の
各条件式のいずれに該当
するかを判定

※判定ソフトにより自動で
判定

<STEP1>
一次判定の精査・確定
<STEP2>
①認定調査の特記事項
②医師意見書のうち判定式
で使用されない項目

③医師意見書の特記事項を
総合的に勘案し、該当す
る区分を決定

市
町
村
に
よ
る
認
定

申
請
者
へ
の
通
知

申
請
者
か
ら
の

市
町
村
へ
の
支
給
申
請

認定調査
の委託

認
定
調
査

医師意見書の取得
（主治医等へ依頼）

○障害支援区分認定調査
障害支援区分の判定等のため、市町村の認定調査員が、申請のあった本人及び保
護者等と面接をし、３障害（身体・知的・精神障害）及び難病等対象者共通の調査項目
等について認定調査を行う。
併せてサービスの利用意向聴取を行うことも可能。

○概況調査
認定調査に併せて、本人及び家族等の状況や、現在のサービス内容や家族からの
介護状況等を調査する。



障害支援区分の認定調査項目（80項目）
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１．移動や動作等に関連する項目（12項目）

１－１ 寝返り １－２ 起き上がり １－３ 座位保持 １－４ 移乗

１－５ 立ち上がり １－６ 両足での立位保持 １－７ 片足での立位保持 １－８ 歩行

１－９ 移動 １－１０ 衣服の着脱 １－１１ じょくそう １－１２ えん下

２．身の回りの世話や日常生活等に関連する項目（16項目）

２－１ 食事 ２－２ 口腔清潔 ２－３ 入浴 ２－４ 排尿

２－５ 排便 ２－６ 健康・栄養管理 ２－７ 薬の管理 ２－８ 金銭の管理

２－９ 電話等の利用 ２－１０ 日常の意思決定 ２－１１ 危機の認識 ２－１２ 調理

２－１３ 掃除 ２－１４ 洗濯 ２－１５ 買い物 ２－１６ 交通手段の利用

３．意思疎通等に関連する項目（６項目）

３－１ 視力 ３－２ 聴力 ３－３ コミュニケーション ３－４ 説明の理解

３－５ 読み書き ３－６ 感覚過敏・感覚鈍麻 ― ―

４．行動障害に関連する項目（34項目）

４－１ 被害的・拒否的 ４－２ 作話 ４－３ 感情が不安定 ４－４ 昼夜逆転 ４－５ 暴言暴行

４－６ 同じ話をする ４－７ 大声・奇声を出す ４－８ 支援の拒否 ４－９ 徘徊 ４－１０ 落ち着きがない

４－１１ 外出して戻れない ４－１２ １人で出たがる ４－１３ 収集癖 ４－１４ 物や衣類を壊す ４－１５ 不潔行為

４－１６ 異食行動 ４－１７ ひどい物忘れ ４－１８ こだわり ４－１９ 多動・行動停止 ４－２０ 不安定な行動

４－２１ 自らを傷つける行為 ４－２２ 他人を傷つける行為 ４－２３ 不適切な行為 ４－２４ 突発的な行動 ４－２５ 過食・反すう等

４－２６ そう鬱状態 ４－２７ 反復的行動 ４－２８ 対人面の不安緊張 ４－２９ 意欲が乏しい ４－３０ 話がまとまらない

４－３１ 集中力が続かない ４－３２ 自己の過大評価 ４－３３ 集団への不適応 ４－３４ 多飲水・過飲水 ―

５．特別な医療に関連する項目（12項目）

５－１ 点滴の管理 ５－２ 中心静脈栄養 ５－３ 透析 ５－４ ストーマの処置

５－５ 酸素療法 ５－６ レスピレーター ５－７ 気管切開の処置 ５－８ 疼痛の看護

５－９ 経管栄養 ５－１０ モニター測定 ５－１１ じょくそうの処置 ５－１２ カテーテル



認定調査票（抜粋）
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概況調査票

42



医師意見書の取得
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市町村審査会
（二次判定）

市町村による
認定原案の作成

（一次判定）

①認定調査の選択状況
②医師意見書の一部項目を
用いて基準省令別表第2の
各条件式のいずれに該当
するかを判定

※判定ソフトにより自動で
判定

<STEP1>
一次判定の精査・確定
<STEP2>
①認定調査の特記事項
②医師意見書のうち判定式
で使用されない項目

③医師意見書の特記事項を
総合的に勘案し、該当す
る区分を決定

市
町
村
に
よ
る
認
定

申
請
者
へ
の
通
知

申
請
者
か
ら
の

市
町
村
へ
の
支
給
申
請

認定調査
の委託

認
定
調
査

医師意見書の取得
（主治医等へ依頼）

○医師意見書の取得
市町村は、市町村審査会に障害支援区分に関する審査及び判定を依頼するに際し、
申請に係る障害者の主治医等に対し、当該障害者の疾病、身体の障害内容、精神の
状況など、医学的知見から意見（医師意見書）を求める。



医師意見書
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一次判定（コンピュータ判定）
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市町村審査会
（二次判定）

市町村による
認定原案の作成

（一次判定）

①認定調査の選択状況
②医師意見書の一部項目を
用いて基準省令別表第2の
各条件式のいずれに該当
するかを判定

※判定ソフトにより自動で
判定

<STEP1>
一次判定の精査・確定
<STEP2>
①認定調査の特記事項
②医師意見書のうち判定式
で使用されない項目

③医師意見書の特記事項を
総合的に勘案し、該当す
る区分を決定

市
町
村
に
よ
る
認
定

申
請
者
へ
の
通
知

申
請
者
か
ら
の

市
町
村
へ
の
支
給
申
請

認定調査
の委託

認
定
調
査

医師意見書の取得
（主治医等へ依頼）

○ 一次判定（コンピュータ判定）
一次判定では、認定調査項目（80項目）と医師意見書（一部項目）を基にしたコン
ピュータ判定が行われる。



一次判定（コンピュータ判定）の仕組み
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○ 平成21年度～23年度の認定データ（約14,000件）から、申請者と同じ
状態像にある障害者の二次判定結果を抽出。

○ 抽出データのうち、最も確率の高い区分（二次判定結果）を障害支援
区分の一次判定結果とする。

認定調査項目 平成21年度～23年度
の認定データ
（約14,000件）

抽出データ
（申請者と同じ状態像にある
障害者の二次判定結果）医師意見書

（一部の項目）

申請者の心身の
状態等を確認

申請者と同じ状態像に
ある障害者の二次判
定結果を抽出

最も確率の高い区分（二
次判定結果）が障害支援
区分の一次判定結果

（心身の状態等に変化がない場合には、既に受けている区分（二次
判定結果）に“より近い”一次判定結果が出る仕組み）

①申請者に「必要とされ
る支援の度合」を数量化

②数量化の結果を
活用して抽出



一次判定（コンピュータ判定）の仕組み
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○ 一次判定では、申請者に「必要とされる支援の度合」を数量化した上
で、得られた結果を基に、申請者と同じ状態像にある障害者の二次判
定結果を抽出して判定を行う。

＜概要＞
 数量化には以下の認定調査項目と医師意見書の一部項目を使用。

 上記の計104項目について、「総合評価項目」と呼ばれる12のグルー
プ（群）に分類し、各グループ（群）ごとの点数を算出。

①申請者に「必要とされる支援の度合」の数量化

・認定調査：80項目（本テキスト30ページ参照）

・医師意見書：麻痺、関節の拘縮、精神症状・精神障害二軸評
価、生活障害評価、てんかんの24項目



一次判定（コンピュータ判定）の仕組み
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＜総合評価項目とは＞
 平成21年～23年度の認定データ（約14,000件）等を基に、「介護者

（支援者）による支援の行為」や「認定調査における選択肢の回答傾
向」が類似している項目を12のグループ（群）にまとめたもの。

①申請者に「必要とされる支援の度合」の数量化

①起居動作
寝返り、両足での立
位保持など

⑦行動上の障害Ａ
支援の拒否、暴言暴行な
ど支援面

②生活機能Ⅰ 食事、排便など ⑧行動上の障害Ｂ 多動、こだわりなど行動面

③生活機能Ⅱ 移乗、口腔清潔など ⑨行動上の障害Ｃ
話がまとまらない、意欲欠
如など精神面

④視聴覚機能 視力、聴力 ⑩特別な医療 点滴の管理、経管栄養など

⑤応用日常
生活動作

掃除、買い物など ⑪麻痺・拘縮 麻痺、拘縮（意見書）

⑥認知機能
薬の管理、日常の
意思決定など

⑫その他
てんかん、精神障害の二
軸評価など（意見書）

認定調査（80項目）・医師意見書（24項目）



＜総合評価項目の点数の算出方法（その１）＞
 各12グループ（群）を構成する項目（104項目）の選択肢は、統計的
手法により所与の得点を割り振られている

（例）「起居動作」の場合

※各グループ（群）の最大合計点は100点
※各項目の「選択肢１（支援が不要等）」は0点
※「選択肢１」以外は統計的手法による配点を原則として相対的な点数を設定して
いるため、項目ごとに選択肢の点数が異なる

一次判定（コンピュータ判定）の仕組み
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①申請者に「必要とされる支援の度合」の数量化

寝返り 支援不要 0 見守り等 7.8 部分支援 10.4 全面支援 14.8

起き上がり 支援不要 0 見守り等 6.2 部分支援 8.9 全面支援 15.0

座位保持 支援不要 0 見守り等 6.8 部分支援 11.6 全面支援 15.9

両足立位 支援不要 0 見守り等 7.2 部分支援 9.4 全面支援 14.5

歩行 支援不要 0 見守り等 5.4 部分支援 7.7 全面支援 13.6

立ち上がり 支援不要 0 見守り等 5.1 部分支援 7.7 全面支援 14.8

片足立位 支援不要 0 見守り等 2.8 部分支援 3.4 全面支援 11.4



申請者の状態が
数量化

＜総合評価項目の点数の算出方法（その２）＞

 認定調査・医師意見書の選択結果を基に各グループ（群）ごとの選択
肢の合計点を算出（＝「必要とされる支援の度合」を数量化）

（例）「起居動作」の場合

一次判定（コンピュータ判定）の仕組み
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①申請者に「必要とされる支援の度合」の数量化

寝返り できる 0 見守り等 7.8 部分支援 10.4 全面支援 14.8

起き上がり できる 0 見守り等 6.2 部分支援 8.9 全面支援 15.0

座位保持 できる 0 見守り等 6.8 部分支援 11.6 全面支援 15.9

両足立位 できる 0 見守り等 7.2 部分支援 9.4 全面支援 14.5

歩行 できる 0 見守り等 5.4 部分支援 7.7 全面支援 13.6

立ち上がり できる 0 見守り等 5.1 部分支援 7.7 全面支援 14.8

片足立位 できる 0 見守り等 2.8 部分支援 3.4 全面支援 11.4

認定調査結果

認定調査項目等
各々の点数

グループ（群）
合計 49.0点



一次判定（コンピュータ判定）の仕組み
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＜概要＞

 前述①での数量化の結果を踏まえ、「一次判定ロジック」と呼ばれる
ロジックを活用して、申請者と同じ状態像にある障害者の認定データ
（平成21～23年度の実績）を抽出。

 抽出された認定データのうち、最も確率の高い「二次判定結果の区
分」を申請者の一次判定結果とする。

②申請者と同じ状態像にある障害者の二次判定結果抽出



一次判定ロジック（詳細版の抜粋）
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No. No. 非該当 区分１ 区分２ 区分３ 区分４ 区分５ 区分６

生活機能Ⅱ ≦ 23.5
応用日常
生活動作

＝ 0.0
行動上の
障害（Ａ群）

＝ 0.0

行動上の
障害（Ｃ群）

＝ 0.0 金銭の管理 ： 1.支援不要
感情が
不安定

： 1.支援不要 麻痺 ：
1.ない
2.いずれか一肢
のみ

応用日常
生活動作

＝ 0.0
行動上の
障害（Ａ群）

＝ 0.0
行動上の
障害（Ｂ群）

＝ 0.0 特別な医療 ＝ 0.0

片足での
立位保持

： 1.支援不要
集中力が
続かない

： 1.支援不要
関節の拘縮
肩関節

： 1.ない
生活障害
評価　食事

： １

生活機能Ⅱ ＝ 0.0
応用日常
生活動作

≦ 36.1
行動上の
障害（Ａ群）

≧ 0.1

行動上の障
害（Ｂ群）

＝ 0.0
感情が
不安定

： 1.支援不要 麻痺 ：
1.ない
2.いずれか一肢
のみ

生活機能Ⅱ ≦ 23.5
応用日常
生活動作

≦ 13.0
行動上の
障害（Ａ群）

＝ 0.0

金銭の管理 ：
2.部分支援
3.全面支援

感情が
不安定

： 1.支援不要 麻痺 ：
1.ない
2.いずれか一肢
のみ

二軸評価
能力障害

： ２，３，４，５

生活機能Ⅱ ＝ 0.0
応用日常
生活動作

≦ 36.1
行動上の
障害（Ａ群）

≧ 0.1

行動上の
障害（Ｂ群）

≧ 0.1
感情が
不安定

： 1.支援不要 麻痺 ：
1.ない
2.いずれか一肢
のみ

二軸評価
能力障害

： １，２

生活機能Ⅱ ≦ 23.5
応用日常
生活動作

≦ 13.0
行動上の
障害（Ａ群）

＝ 0.0

金銭の管理 ：
2.部分支援
3.全面支援

感情が
不安定

： 1.支援不要 麻痺 ：
1.ない
2.いずれか一肢
のみ

二軸評価
能力障害

： １，２，３

生活機能Ⅱ ≦ 23.5
応用日常
生活動作

≦ 13.0
行動上の
障害（Ａ群）

＝ 0.0

行動上の
障害（Ｃ群）

≧ 0.1 金銭の管理 ： 1.支援不要
感情が
不安定

： 1.支援不要 麻痺 ：
1.ない
2.いずれか一肢
のみ

起居動作 ≧ 0.1 生活機能Ⅱ ≦ 23.5
応用日常
生活動作

≧ 13.1

応用日常
生活動作

≦ 36.1
行動上の
障害（Ａ群）

＝ 0.0
感情が
不安定

： 1.支援不要 麻痺 ：
1.ない
2.いずれか一肢
のみ

起居動作 ＝ 0.0 生活機能Ⅰ ≦ 15.5 生活機能Ⅱ ＝ 0.0
応用日常
生活動作

≧ 36.2

応用日常
生活動作

≦ 73.2
行動上の
障害（Ａ群）

≦ 20.1
行動上の
障害（Ｃ群）

≦ 12.4
感情が
不安定

： 1.支援不要

起居動作 ＝ 0.0 生活機能Ⅱ ≦ 23.5
応用日常
生活動作

≧ 13.1
応用日常
生活動作

≦ 36.1

行動上の
障害（Ａ群）

＝ 0.0
行動上の
障害（Ｃ群）

≧ 23.7
感情が
不安定

： 1.支援不要 麻痺 ：
1.ない
2.いずれか一肢
のみ

50.0% 45.3% 4.7% 0.0% 0.0% 0.0%

31.3% 6.1% 0.0% 0.0% 0.0%

10 10 0.0%

9 9 0.0% 62.6%

50.9% 40.4% 7.0% 0.9% 0.0% 0.0%

18.5% 1.9% 0.0% 0.0% 0.0%

8 8 0.8%

7 7 18.5% 61.1%

61.3% 20.0% 1.2% 0.0% 0.0% 0.0%

31.4% 2.5% 0.0% 0.0% 0.0%

6 6 17.5%

5 5 0.0% 66.1%

80.4% 3.6% 3.5% 0.0% 0.0% 0.0%

28.4% 2.8% 0.6% 0.0% 0.0%

4 4 12.5%

3 3 4.2% 64.0%

11.8% 0.0% 5.8% 0.0% 0.0% 0.0%

10.8% 1.3% 0.0% 0.0% 0.0%

2 2 82.4%

1 1 62.2% 25.7%



一次判定（コンピュータ判定）の仕組み
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＜一次判定ロジックとは＞
 一次判定ロジックは、次の（Ａ）（Ｂ）の２つの指標から成る。

（Ａ）判定条件の組み合わせ（状態像）

• データ(※)から抽出した二次判定結果と関連性が高い「各項目の点
数」や「各グループ（群）の合計点」の216の組み合わせ（216の状態
像）を作成

• 前述①での数量化の結果（総合評価項目の点数等）を用いて、216の
組み合わせのうちの、どの組み合わせに申請者が該当するかを判断

（Ｂ）上記（Ａ）の組み合わせ（状態像）における二次判定結果のうち、
「最も確率の高い区分等とその割合」

• 申請者が該当する組み合わせにおける二次判定結果の割合を示す

※データ：平成21～23年度の認定データ（約14,000件）

②申請者と同じ状態像にある障害者の二次判定結果抽出



一次判定（コンピュータ判定）の仕組み
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＜一次判定ロジックとは＞
 一次判定ロジックは、次の（Ａ）（Ｂ）の２つの指標から成る。
≪例≫
（A）判定条件216の組み合わせ（216の状態像）のうちの、No.115の組み
合わせ

（B）No.115の組み合わせに該当する二次判定結果の割合

No.115の組み合わせにおける、最も数値が高い区分は「区分３」となる

②申請者と同じ状態像にある障害者の二次判定結果抽出

No 非該当 区分１ 区分２ 区分３ 区分４ 区分５ 区分６

115 0.0% 2.3% 4.3% 80.4% 13.0% 0.0% 0.0%



障害支援区分一次判定ロジックの考え方

55

○障害の状態は個々の違いが大きく、一概に類型化することは困難。
そのため、個々の状態ではなく、「必要な支援の量」という尺度を
用いている。

○過去に認定された審査判定データを元に、支援の量（区分）と統計
学的に有意に連関する項目を割り出し、条件式を組み上げた上で場
合分けを行っている。

各区分、あるいは個々の条件式は
審査対象者の「障害種別や症状等の状態」を示すものではない。

障害支援区分一次判定ロジックが示す「状態像」



市町村審査会（二次判定）
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○市町村審査会
市町村審査会は、
・障害支援区分認定基準に照らして審査及び判定を行う
・市町村が支給要否決定を行うに当たり意見を聴く
ために設置する機関である。

市町村審査会
（二次判定）

市町村による
認定原案の作成

（一次判定）

①認定調査の選択状況
②医師意見書の一部項目を
用いて基準省令別表第2の
各条件式のいずれに該当
するかを判定

※判定ソフトにより自動で
判定

<STEP1>
一次判定の精査・確定
<STEP2>
①認定調査の特記事項
②医師意見書のうち判定式

で使用されない項目
③医師意見書の特記事項を

総合的に勘案し、該当す
る区分を決定

市
町
村
に
よ
る
認
定

申
請
者
へ
の
通
知

申
請
者
か
ら
の

市
町
村
へ
の
支
給
申
請

認定調査
の委託

認
定
調
査

医師意見書の取得
（主治医等へ依頼）



市町村審査会における審査判定の流れ
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市町村審査会
（二次判定）

市町村による
認定原案の作成

（一次判定）

①認定調査の選択状況
②医師意見書の一部項目を
用いて基準省令別表第2の
各条件式のいずれに該当
するかを判定

※判定ソフトにより自動で
判定

<STEP1>
一次判定の精査・確定
<STEP2>
①認定調査の特記事項
②医師意見書のうち判定式
で使用されない項目

③医師意見書の特記事項を
総合的に勘案し、該当す
る区分を決定

市
町
村
に
よ
る
認
定

申
請
者
へ
の
通
知

申
請
者
か
ら
の

市
町
村
へ
の
支
給
申
請

認定調査
の委託

認
定
調
査

医師意見書の取得
（主治医等へ依頼）

○ 一次判定で活用した項目（認定調査項目及び医師意見書の一部項目）について、特記事項及び
医師意見書の内容と比較検討し、明らかな矛盾がないか確認する。

○ これらの内容に不整合があった場合には再調査を実施するか、必要に応じて医師及び認定調
査員に照会した上で認定調査の結果の一部修正が必要と認められる場合には、一次判定で活用
した項目の一部修正を行う。

○ 一次判定の確定を行う。

一次判定の精査・確定

○ 次に、一次判定の結果（一次判定で活用した項目の一部を修正した場合には、一次判定用ソフ
トを用いて再度一次判定を行って得られた一次判定の結果）を原案として、特記事項、医師意見書
の内容から、審査対象者に必要とされる支援の度合いが、一次判定の結果が示す区分等におい
て必要とされる支援の度合いと比較し、より多い（少ない）支援を必要とするかどうかを判断する。

一次判定結果の変更（二次判定）



市町村審査会資料
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各審査判定プロセスの目的と役割（認定調査と医師意見書）
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市町村審査会
（二次判定）

市町村による
認定原案の作成

（一次判定）
①認定調査の選択状況

②医師意見書の一部項目を
用いて基準省令別表第2の
各条件式のいずれに該当
するかを判定

※判定ソフトにより自動で
判定

<STEP1>
一次判定の精査・確定
<STEP2>
①認定調査の特記事項
②医師意見書のうち判定式
で使用されない項目

③医師意見書の特記事項を
総合的に勘案し、該当す
る区分を決定

市
町
村
に
よ
る
認
定

申
請
者
へ
の
通
知

申
請
者
か
ら
の

市
町
村
へ
の
支
給
申
請

認定調査
の委託

認
定
調
査

医師意見書の取得
（主治医等へ依頼）

○ 認定調査と医師意見書は①一次判定（コンピュータ判定）と②二次判定（市町村審査
会）それぞれで使用される。

○ 認定調査において選択ミスがあった場合や、医師意見書において記載漏れがある場
合等、評価に誤りがあると、正しい一次判定結果は出ない。

○ また、認定調査や医師意見書の特記事項等において、十分な情報の記載がない場合
等においては、二次判定において十分な審査を行うことができない。

認定調査と医師意見書は、審査判定の根拠となる重要な情報。

認定調査と医師意見書それぞれの観点から申請者を評価することで、より多角的に申
請者の状態を把握することができる。



各審査判定プロセスの目的と役割（市町村審査会）
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市町村審査会
（二次判定）

市町村による
認定原案の作成

（一次判定）
①認定調査の選択状況

②医師意見書の一部項目を
用いて基準省令別表第2の
各条件式のいずれに該当
するかを判定

※判定ソフトにより自動で
判定

<STEP1>
一次判定の精査・確定
<STEP2>
①認定調査の特記事項
②医師意見書のうち判定式
で使用されない項目

③医師意見書の特記事項を
総合的に勘案し、該当する
区分を決定

市
町
村
に
よ
る
認
定

申
請
者
へ
の
通
知

申
請
者
か
ら
の

市
町
村
へ
の
支
給
申
請

認定調査
の委託

認
定
調
査

医師意見書の取得
（主治医等へ依頼）

○ 障害支援区分認定において、市町村審査会は、認定調査や医師意見書の記載内容
に齟齬はないか、一次判定結果の修正の必要性はないか等を確認した上で、二次判
定区分を決定する。

○ 認定調査や医師意見書以外の情報を基に審査を行ったり、定められた審査判定プロ
セスに則らずに審査判定を行うと、障害支援区分認定の公正・中立・客観性が損なわ
れてしまう。

市町村審査会は、審査判定の最終判断を委ねられている。
市町村審査会において、全国統一的な手続きに従って、総合的に申請者の
情報を勘案することで、障害支援区分の公正・中立・客観性が保たれる。
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目 次

Ⅰ 障害支援区分導入の経緯

Ⅱ 制度における障害支援区分の位置付け

Ⅲ 障害支援区分の認定プロセス

Ⅳ その他留意事項
① 要介護認定との相違点

② 障害者総合支援法の対象疾病（難病等）につ
いて



申
請

主治医意見書

認定調査

コンピュータ
による
一次判定

介護認定審
査会による
二次判定

（参考）要介護認定について

 介護保険制度では、寝たきりや認知症等で常時介護を必要とする
状態（要介護状態）になった場合等に、介護サービスを受けること
ができる。

 この要介護状態等にあるかどうか、その中でどの程度かの判定を
行うのが要介護認定である。

障害支援区分認定と要介護認定

62

○ 障害支援区分は、介護保険制度における要介護認定と認定の流れ
が酷似しているが、認定の考え方は大きく異なる。

○ 両者の違いを良く理解し、それぞれの制度の考え方を区別した上で
認定を行うことが必要である。

要介護認定の流れ（略図）



「障害支援区分」と「要介護度」の主な考え方の違い
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障害支援区分 要介護度

区分 非該当、区分１～６
非該当、要支援１～２、
要介護１～５

区分が示
すもの

必要とされる標準的な支援の
総合的な度合

介護の手間（介護の時間）の
総量

認定調査
の考え方

「できたりできなかったりする
場合」は、「できない状況」に基
づき評価

「できたりできなかったりする
場合」は、「より頻回な状況」に
基づき評価

審査会の
考え方

対象者に必要とされる支援の
度合いが一次判定結果に相
当するか検討

通常に比べ介護の手間がより
「かかる」「かからない」か検討
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Ⅰ 障害支援区分導入の経緯

Ⅱ 制度における障害支援区分の位置付け

Ⅲ 障害支援区分の認定プロセス

Ⅳ その他留意事項
① 要介護認定との相違点

② 障害者総合支援法の対象疾病（難病等）につ
いて



障害者総合支援法の対象疾病（難病等）について
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○ 平成25年４月より、障害者の定義に「難病等」が追加され、「難病等」が障害者総合支援法の対象となった。

【障害者総合支援法における難病等の定義】

＜法第４条抜粋＞
治療方法が確立していない疾病その他の特殊の疾病であって政令で定めるものによる障害の程度が厚生労働大臣が定める程度である者。

＜政令第１条抜粋＞
法第４条第１項の政令で定める特殊の疾病は、治療方法が確立しておらず、その診断に関し客観的な指標による一定の基準が定まっており、
かつ、当該疾病にかかることにより長期にわたり療養を必要とすることとなるものであって、当該疾病の患者の置かれている状況からみて当
該疾病の患者が日常生活又は社会生活を営むための支援を行うことが特に必要なものとして厚生労働大臣が定めるものとする。

○ 厚生労働省では、障害者総合支援法の対象となる難病等の範囲を検討するため、平成26年8月より「障害者

総合支援法対象疾病検討会」を設置し、範囲の見直しに関する議論を行っており、これまでの見直しの経過

は、「障害者総合支援法における障害支援区分 難病患者等に対する認定マニュアル」に記載されている。

○ 上記マニュアルでは、「難病等の特徴を踏まえた認定調査の実施方法」や「難病患者等について医師意見書

を記載する際の留意点」、「難病患者等について審査判定を行う際の留意点」等が紹介されており、認定調

査員や医師意見書を作成する医師、審査会委員、審査会事務局等、審査会に携わる全ての関係者において

確認されることが望ましい。



障害者総合支援法の対象疾病の要件
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指定難病（医療費助成の対象となる難病）の基準を踏まえつつ、障害者総合支援法

の対象となる難病等の要件は以下の通りとされている。

指定難病の要件 障害者総合支援法における取扱い

① 発病の機構が明らかでない 要件としない

② 治療方法が確立していない 要件とする

③ 患者数が人口の0.1％程度に達しない 要件としない

④ 長期の療養を必要とするもの 要件とする

⑤ 診断に関し客観的な指標による一定
の基準が定まっていること

要件とする

※他の施策体系が樹立している疾病を除く。
※疾病の「重症度」は勘案しない。


